
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

環境部　環境政策課　企画担当

一般廃棄物処理業等の許可証の再交付

徳島市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則

第６条第１項

（電話　６２１－５２１７）

　徳島市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則第５条第
１項の規定により、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証の
交付を受けた者が、許可証を亡失又はき損したときは、遅滞なく許可証
再交付申請書を市長に提出して、再交付を受けなければならない。
　
　１　許可証をき損した場合
　　　徳島市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則第６
　　条第１項の規定により、申請書に当該許可証を添えて提出しなけれ
　　ばならない。

　２　従前の許可証の効力
　　　徳島市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則第６
　　条第２項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証は
　　その効力を失う。

　３　再交付の申請書様式
　　　徳島市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則第６
　　条第１項の規定により、別記様式第１０号の申請書によって行わな
　　ければならない。

（提出方法）
　　許可証再交付申請書（様式第10号）１部を徳島市長（環境政策課企
　画担当）宛に提出してください。
（手数料）
　　なし

設定等年月日 平成２５年１０月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）

標準処理期間 総日数　　５日（休日を除く）
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設定等年月日 平成２５年１０月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）
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